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神
埼
市
教
育
委
員
会
は
、
８
月　

日
に
行

１８

わ
れ
た
文
化
財
保
護
審
議
会
か
ら
答
申
を
受

け
、
９
月
１
日
付
け
で
脊
振
町
鹿
路
の
城
原

川
に
架
か
る
「
脊
振
の
め
が
ね
橋
」
を
新
た

に
神
埼
市
重
要
文
化
財
（
建
造
物
）
に
指
定
、

「
唐
香
原
の
コ
ウ
ヤ
マ
キ
」「
仁
比
山
小
学
校

の
ア
ベ
マ
キ
」
の
天
然
記
念
物
を
指
定
解
除

し
ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�

「
脊
振
の
め
が
ね
橋
」
は
、
明
治
時
代
の

中
頃
に
架
設
さ
れ
ま
し
た
。
工
事
は
、
明
治

　

年
着
工
、
明
治　

年
に
完
成
し
、
総
工
費

２３

２５

は
、
８
７
５
円
（
当
時
、
白
米　

㌔　

銭
）
で
、

１０

２５

橋
の
幅
員
６
ｍ
、
長
さ　

ｍ
、
橋
脚
は
、
両

２０

岸
の
岩
盤
に
固
定
さ
れ
、
耐
久
性
と
、
急
流

の
負
荷
を
少
な
く
す
る
た
め
に
、
ア
ー
チ
の

構
造
を
持
つ
石
造
の
橋
と
し
て
建
設
さ
れ
ま

し
た
。

か
つ
て
は
、
広
滝
か
ら
東
鹿
路
を
経
て
広

滝
川
（
城
原
川
）
の
西
岸
を
た
ど
る 
徂  
路 
を

そ 

ろ

使
い
、
西
岸
を
下
り
浅
瀬
の
小
橋
を
渡
り
、

仁
比
山
に
下
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
、
岩
屋

ま
で
は
、
耶
馬
溪
の
青
の
く
さ
り
戸
に
も
劣

ら
ぬ
難
所
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
橋
の
完
成
で
、
三
瀬
、
脊
振
に
通
じ
る

広
滝
山
里
道
と
神
埼
方
面
に
至
る
仁
比
山
の

県
道
が
直
結
し
て
神
埼
の
南
北
の
縦
貫
幹
線

道
路
が
整
備
さ
れ
、
以
後
、
交
通
、
産
業
の

開
発
に
計
り
知
れ
な
い
恩
恵
が
も
た
ら
さ
れ

ま
し
た
。
現
在
で
は
、
車
両
の
大
型
化
と
交

通
量
の
増
加
に
よ
り
、
昭
和　

年
に
上
流
１

５３

０
０
ｍ
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
大
き
な
橋
に
架

け
替
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
め
が
ね
橋
は
、
明
治
時
代
の
数
少
な

い
大
型
の
ア
ー
チ
橋
で
、
建
築
当
時
の
形
状

を
良
く
残
し
、
郷
土
を
代
表
す
る
近
代
石
造

遺
産
と
し
て
非
常
に
価
値
が
高
い
も
の
で
、

今
回
、
指
定
を
行
い
ま
し
た
。
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�
�
�
�
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「
唐
香
原
の
コ
ウ
ヤ
マ
キ
」
は
、
昭
和　
５０

年
３
月
、「
仁
比
山
小
学
校
の
ア
ベ
マ
キ
」
は
、

昭
和　

年
２
月
に
郷
土
を
代
表
す
る
樹
木
と

４８

し
て
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
が
、

残
念
な
が
ら
枯
死
し
た
た
め
、
今
回
、
指
定

の
解
除
を
行
い
ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�
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神
埼
市
教
育
委
員
会　

社
会
教
育
課

�
４
４�
２
２
９
６
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消
防
法
の
改
正
に
よ
り
、
佐
賀
県
内
の
既

存
住
宅
で
は
、
平
成　

年
５
月　

日
ま
で
に

２３

３１

火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

市
で
は
、
福
祉
の
増
進
と

普
及
促
進
を
目
的
に
、　

歳
６５

以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
方
や

　

歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の

６５世
帯
な
ど
で
、
所
得
税
非
課
税
の
方
を
対
象

に
、
交
付
基
準
額
を
１
５,
５
０
０
円
と
し
、

給
付
申
請
の
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

神
埼
市
役
所　

高
齢
障
害
課

�
３
７�
０
１
１
１

�
�
�
�
�
�
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住
宅
用
火
災
警
報
器
な
ど
の
設
置
の
義
務

化
に
伴
い
、
訪
問
販
売
に
よ
る
不
適
正
な
販

売
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

消
防
署
や
自
治
体
の
職
員
が
個
人
宅
を
訪

問
し
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
あ
っ
せ
ん
や

販
売
を
行
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

特
定
の
業
者
に
販
売
を
委
託
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
悪
質
な
業
者
に
は
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

※
訪
問
販
売
に
よ
っ
て
住
宅
用
火
災
警
報
器

を
購
入
し
た
場
合
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ

フ
制
度
の
対
象
に
な
り
、
契
約
日
を
含
む

８
日
間
以
内
は
契
約
の
解
除
が
で
き
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

佐
賀
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
佐
賀
県
く
ら
し
の
安
全
安
心
課
）

�
２
４�
０
９
９
９

「
ま
ち
づ
く
り
市
民
活
動
支
援
事
業
」
の

３
次
募
集
を
行
い
ま
す
。

本
事
業
は
、
市
民
の
主
体
的
な
参
画
に
よ

る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
市
民
の

自
主
的
か
つ
公
益
性
の
あ
る
活
動
を
行
う
団

体
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
、
支
援
し
て

い
く
も
の
で
す
。

�
�
�
�
�
　

２
件
程
度

�
�
�
�
�
　

１
件　

万
円

２０

　
（
た
だ
し
、
予
算
の
範
囲
内
）

�
�
�
�
�
�
　
　

月　

日
（
金
）

１０

３０

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
書
な
ど
を
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
	



今
年
７
月
に
２
次
募
集
を
行
い
、
書
類
審

査
の
結
果
、
次
の
１
団
体
に
補
助
金
交
付
決

定
を
し
ま
し
た
。
交
付
決
定
を
受
け
た
各
団

体
で
は
、
地
域
の
活
性
化
及
び
協
働
の
ま
ち

づ
く
り
に
貢
献
す
る
公
益
性
の
あ
る
活
動
を

展
開
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

�
�
�
�
 

響
き
の
会　

代
表　

島　

敬
子

�
�
�
�
　
「
朧
月
夜
の
宴
」

�
�
�
�
�
�
�

神
埼
市
役
所　

市
長
公
室

�
３
７�
０
１
０
２
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基
礎
疾
患
を
お
持
ち
の
方
や
乳
幼

児
、
妊
婦
な
ど
が
、
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
に
感
染
し
た
場
合
、
重
症
化

す
る
リ
ス
ク
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
の
で
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
か
ぜ
症
状
（
熱
や
咳
な
ど
）
の
あ

る
方
は
、
か
か
り
つ
け
医
と
相
談

の
う
え
、
早
め
に
医
療
機
関
を
受

診
し
ま
し
ょ
う
。 

・
受
診
す
る
際
に
は
、
事
前
に
医
療

機
関
に
電
話
連
絡
を
行
い
、
マ
ス

ク
を
着
用
す
る
な
ど
医
師
の
指
示

に
従
っ
て
受
診
し
ま
し
ょ
う
。 

・
周
囲
に
カ
ゼ
症
状
の
あ
る
方
が
い

る
場
合
は
、
自
分
自
身
も
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
に
感
染
し
て
い
る
可
能

性
が
高
い
た
め
、
感
染
拡
大
防
止

の
観
点
か
ら
外
出
を
で
き
る
限
り

控
え
、
外
出
時
は
マ
ス
ク
を
着
用

し
ま
し
ょ
う
。 

秋
を
迎
え
、
感
染
が
広
が
る
可
能

性
も
あ
り
ま
す
。
予
防
策
を
徹
底
し

ま
し
ょ
う
。

�
�
�
�
�
�
�

　

神
埼
市
役
所　

保
健
環
境
課

　
�
５
１�
１
２
３
４
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外から帰った後は、せっけんを使い丁寧に洗う
ことが大切です。
��������	�

のどの中に入ったウイルスを外に出し、のどの
湿り気を保ち、感染を予防します。
�������	
�������

せきやくしゃみなどの症状が出たら、周りの人
にうつさないようにすることが大切です。マ
スクがあれば着用し、ないときはティッシュ
ペーパーなどで覆うなどの「せきエチケット」
を守りましょう。
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市
で
は
、
高
齢
者
な
ど
を
対
象
に

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

※
神
埼
市
外
の
医
療
機
関
で
も
、
市

の
補
助
対
象
で
予
防
接
種
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

市
外
の
医
療
機
関
で
の
接
種
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、「
接
種
済
証
」
の

用
紙
を
各
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
た
は

脊
振
総
合
支
所 
市
民
福
祉
課
窓

口
に
取
り
に
来
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�

　

月
１
日
（
木
）
か
ら

１０
 

　

月　

日
（
木
）
ま
で

１２

３１

※
た
だ
し
、
各
医
療
機
関
の
診
療
日

（
診
療
時
間
）
に
限
り
ま
す
。

※
こ
の
期
間
以
外
の
接
種
は
、
全
額

自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

�
�
�
�

①
神
埼
市
民
で
、
接
種
当
日
満　

歳
６５

以
上
の
方

②
接
種
当
日
、　

歳
以
上　

歳
未
満

６０

６５

で
心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器
等
の
機

能
に
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
程
度

の
障
害
を
有
す
る
方

�
�
�

　

自
己
負
担　

１,
０
０
０
円

（
病
院
窓
口
で
お
支
払
い
く
だ
さ

い
。）

※
生
活
保
護
世
帯
は
無
料

（
資
格
証
が
必
要
で
す
。
接
種
前
に

神
埼
市
役
所　

福
祉
課
へ
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。）

�
�
�
�
�

接
種
希
望
日
の
約
１
週
間
前
ま
で
に

希
望
さ
れ
る
医
療
機
関
の
窓
口
へ
。
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�

・
年
齢
が
確
認
で
き
る
も
の
（
免
許

証
・
健
康
保
険
証
・
身
障
手
帳
等
）

・
接
種
済
証
（
神
埼
市
外
の
医
療
機

関
で
接
種
さ
れ
る
方
の
み
）

※
予
診
票
は
病
院
窓
口
に
あ
り
ま
す
。
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※
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
つ

い
て
分
か
ら
な
い
こ
と
、
質
問
な

ど
は
、
医
師
や
保
健
師
な
ど
に
遠

慮
な
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�

神
埼
町
保
健
セ
ン
タ
ー

�
５
１�
１
２
３
４

千
代
田
町
保
健
セ
ン
タ
ー

�
４
４�
２
０
２
１

脊
振
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課 

�
５
９�
２
１
１
１
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子育てについて迷ったり不安になったり…誰でもありますよね。電話・
来所などで受け付けています。どなたでも気軽にご相談ください。
���　月～金曜日（祝日を除く）、９：００～１６：００
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　神埼市子育て支援センター
　（千代田町保健センター内）
　�４４�４９０８
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季
節
が
移
り
変
わ
る
よ
う
に

子
ど
も
た
ち
も
日
々
成
長
し
、

大
き
く
な
る
の
も
あ
っ
と
い
う

間
で
す
。

皆
さ
ん
の
ご
家
庭
で
使
わ
な

く
な
っ
た
子
ど
も
服
や
育
児
用

品
な
ど
眠
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

バ
ザ
ー
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
無
償
で
提
供
し
て
い
た
だ

け
る
方
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

・
シ
ミ
、
汚
れ
の
あ
る
も
の
や
下

着
類

・
食
べ
物
、
ぬ
い
ぐ
る
み
な
ど

�
�
�
�
�
�
�

哺
乳
瓶
、
搾
乳
機
な
ど
は
、
未

使
用
の
も
の
、
絵
本
は
、
月
刊

誌
や
雑
誌
以
外
の
も
の

�
�
�
�
�
�
�

神
埼
市
母
子
保
健
推
進
協
議
会

千
代
田
支
部
（
千
代
田
町
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

�
４
４�
２
０
２
１

神
埼
支
部
（
神
埼
町
保
健
セ
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持込先募集期間
お　ゆ　ず　り　会

ところと　き

千代田町
保健センター

１０月１９日 （月） 
 ～ １０月３０日（金）

千代田町
保健センター

１１月０８日（日）
１０：００～１１：３０

神埼町
保健センター

１０月２８日（水） 
  ～１１月０９日（月）

神埼町
保健センター

１１月１１日（水）
１０：００～１２：００
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離
職
者
で
あ
っ
て
就
労
能
力
お
よ

び
就
労
意
欲
の
あ
る
方
の
う
ち
、
住

宅
を
喪
失
し
て
い
る
方
、
ま
た
は
、

喪
失
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
方
に
対
し

て
、
住
宅
手
当
を
支
給
し
、
住
宅
と

就
労
機
会
の
確
保
に
向
け
た
支
援
を

行
い
ま
す
。

�
�
�
�
�

支
給
対
象
者
の
申
請
に
基
づ
き
、

住
宅
手
当
（
３
万
７
千
円
以
内
）

を
６
ヶ
月
上
限
と
し
て
、
申
請
者

の
住
宅
の
貸
主
等
の
口
座
に
振
り

込
み
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

次
の
７
要
件
を

す
べ
て
満
た
し

て
い
る
方
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

最
近
、
住
宅
地
で
の
家
庭
ご
み
焼

却
に
つ
い
て
、
苦
情
が
多
数
よ
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。

本
人
は
、「
こ
れ
く
ら
い
」
と
思
っ

て
い
て
も
、
臭
い
や
煙
な
ど
で
近
隣

住
民
、
特
に
小
さ
い
子
ど
も
や
病
気

を
患
っ
て
い
る
方
な
ど
へ
迷
惑
を
か

け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

周
辺
地
域
へ
の
配
慮
か
ら
、
家
庭

か
ら
出
る
ご
み
は
、「
ご
み
収
集
日
」

に
出
す
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

ち
ょ
っ
と
し
た
心
遣
い
が
、
快
適

な
生
活
環
境
を
実
現
し
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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神
埼
市
役
所　

保
健
環
境
課
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１
１
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①
２
年
以
内
に
離
職
し
た
方

②
離
職
前
に
自
ら
の
労
働
に
よ
り
賃

金
を
得
て
主
と
し
て
生
計
を
維
持

し
て
い
た
方

③
就
労
能
力
・
常
用
就
職
の
意
欲
が

あ
り
、
公
共
職
業
安
定
所
へ
の
求

職
申
し
込
み
を
行
う
方

④
住
宅
を
喪
失
し
て
い
る
方
、
ま
た

は
喪
失
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
方

⑤
原
則
、
収
入
の
な
い
方

⑥
預
貯
金
の
合
計
額
が
基
準
以
下
で

あ
る
方

⑦
国
の
住
居
喪
失
離
職
者
等
に
対
す

る
雇
用
施
策
に
よ
る
貸
付
ま
た
は
、

給
付
等
を
受
け
て
い
な
い
方
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神
埼
市
役
所　

福
祉
課

�
３
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１
１
０
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　平成２１年１０月から、国保の被保

険者が出産されたときは、出産育児

一時金が「４万円」引き上げられ「４２

万円」が支給されます。

　出産費用については、原則４２万円

の範囲内で医療保険者（市）から病

院などに直接支払

うことになるため、

事前に多額の現金

を準備する必要が

なくなります。
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　神埼市役所　市民課　�３７�０１１５
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ところと    き

神埼市中央公民館
２階和室研修室

１０：００～１２：００
１３：００～１５：００

ご都合の良い時間にどうぞ

１６日 (金 )
１０月

２９日 ( 木 )

ハーブティーを飲みながら気軽におしゃべりしませんか。

※希望される方は、学校カウンセラーの服巻先生をご紹介します。
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子育てに関わる人た

ちが自由に集い、お
しゃべりする場です。
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　家庭教育支援チーム（神埼市教育委員会　社会教育課内） 　 �４４�２７３１
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